
新人オリエンテーション
（財務部からのお知らせ）

一般社団法人三重県作業療法士会

財務部長 井手洋平



1．入会申込書を事務局へ郵送
◇提出は 郵送 にてお願いします。

2．入会に必要な書類が届きます。

・入会書類の案内 ・入会金・年会費支払方法に関する案内

・振込用紙 ・口座振替依頼書

・口座振替依頼書記入の注意点 ・返信用封筒

3.入会金・年会費を振り込む、口座振替依頼書に必要事項を記載し郵送
入会金：1,000円、年会費：5,000円

※当該年度の7月末までに入金をお願いいたします。

4.財務部で入会金・年会費の入金が確認でき次第、通知書・会員証を郵送
三重県作業療法士会の正会員入会可否通知書、会員証を郵送いたします。
会員証は本士会主催の研修会、学会などでご提示ください。

入会の流れ



第2章

第8条 会員は、当法人の事業活動に経

常的に生じる費用に充てるため、会費とし
て社員総会において別に定める額を支払
う義務を負う。

一般社団法人三重県作業療法士会定款
年会費について



入会金(1000円)・年会費(5000円)の納入

口座振替の登録

（口座振替依頼書の提出）

入会の条件



 定款施行規則 第２章 第４条

（４）会費の納入は、原則として口座振替にて行うものと

する。但しやむを得ない理由がある場合は、年会費

振込申請書（別紙第３号様式）を事務局に送付し、

理事会の承認を得ればその限りではない。

年会費納入方法



口座振替依頼書に必要事項を記載・

捺印して、返信用封筒で郵送して下さい。

①口座振替依頼書の提出



銀行印の届出がない口座は書類を提
出後、ご登録頂いた銀行より連絡ありお
手続きが必要な場合がございます。



訂正

不備等がありますと、再度修正して頂く必要があり、お手数をお掛けするこ
とになりますので、正確に記載して下さい。



毎年５月２７日
＊年１回の引き落としです。引き落としできなかった場合

は、振込みにてお支払いください。

＊２７日が土日祝日の場合は変更となります

＊変更となる場合は、その都度広報誌やホームページで

連絡します。

②引き落とし日



 今年度は、振込取扱票にて郵便局でお振込みください。

 口座振替は次年度より適用されます。

（口座振替依頼書の提出はお早めにお願いします）

会費の納入方法

年度、協会番号、所属名、
氏名、住所、ご連絡先の記
入をお願いします。

同姓同名など本人確認がで
きるよう必ず記載して下さい。



 第２章第１１条

会員は次のいずれかに該当する場合は会員資格を喪

失する。

（３）第８条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。

当該年度中（１年以内）に納入しないと

強制退会となります。

会員資格の喪失
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